
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

の
た
め
、
敷
地
内
に
立
ち
入
ら
せ
て

頂
き
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。
な
お
、
調
査
員
は
市
発
行
の

身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て
お
り
ま
す
。

調
査
時
期　
８
月
上
旬
～
令
和
５
年

３
月
上
旬

調
査
箇
所　
都
賀
地
域　
全
域
・
西

方
地
域　
全
域

問 

水
道
建
設
課　

  

☎
（25）
２
１
１
６

土
地
を
お
探
し
の
方
へ
～
市
有
地

売
却
の
お
知
ら
せ
～

　
現
在
、
先
着
順
に
よ
る
市
有
地
の

売
払
い
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
栃
木

市
に「
住
み
た
い
」「
家
を
建
て
た
い
」

等
お
考
え
の
方
、
ぜ
ひ
ご
検
討
く
だ

さ
い
。
申
込・物
件
な
ど
の
詳
細
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

申
込　

申
込
書
に
添
付
資
料
を
添

え
、
８
月
31
日
（
水
）
ま
で
に
問
合

先
（
市
役
所
本
庁
舎
３
階
）
へ
。

問 

管
財
課　
　
　

  

☎
（21）
２
６
０
１

７
月
は
「
青
少
年
の
非
行
・
被
害

防
止
全
国
強
調
月
間
」

　
期
間
中
は
、
国
・
県
・
市
町
村
が

地
域
民
間
団
体
等
と
連
携
し
な
が
ら

非
行
・
被
害
防
止
活
動
を
展
開
し
て

い
ま
す
。
市
で
は
、
有
害
環
境
浄
化

活
動
と
し
て
店
舗
の
立
入
調
査
や
街

頭
補
導
等
を
実
施
し
ま
す
。
青
少
年

は
地
域
社
会
で
育
ち
ま
す
。
地
域
社

会
の
一
員
と
し
て
、
共
助
の
精
神
で

明
る
い
地
域
を
作
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
青
少
年
の
問
題
行
動
は
、
大
人

に
も
責
任
が
あ
り
ま
す
。
み
ん
な
が

「
交
通
ル
ー
ル
を
守
る
」
な
ど
の
規

範
意
識
を
持
ち
、
子
ど
も
た
ち
に
社

会
人
と
し
て
の
手
本
を
示
す
こ
と
が

重
要
で
す
。
ま
た
、
青
少
年
を
健
や

か
に
育
む
に
は
、
家
族
が
果
た
す
役

割
が
大
き
く
、
親
は
常
に
子
を
導
く

よ
う
努
め
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

家
庭
の
日

　
県
は
、
家
族
の
き
ず
な
を
大
切
に

す
る
た
め
に
毎
月
第
３
日
曜
日
を
ふ

れ
あ
い
育
む
「
家
庭
の
日
」
と
定
め

て
い
ま
す
。
家
庭
の
日
に
は
、
市
や

県
有
施
設
に
お
い
て
子
ど
も
料
金
の

無
料
化
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
家
族
で
一
緒
の
時
間
を
過
ご
し

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

と
ち
ぎ
の
子
ど
も
育
成
憲
章

　

時
代
を
担
う
と
ち
ぎ
の
子
ど
も

た
ち
が
、
夢
や
希
望
を
持
ち
、
心
豊

か
で
た
く
ま
し
く
成
長
す
る
た
め
に

は
、
親
は
も
と
よ
り
周
囲
の
大
人
が

責
任
と
自
覚
を
持
っ
て
子
ど
も
の
成

長
に
関
わ
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
県
で
は
、「
と
ち
ぎ
の
子

ど
も
育
成
憲
章
」
を
制
定
し
て
い
ま

す
。（
詳
し
く
は
県
人
権
・
青
少
年

男
女
参
画
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
）

青
少
年
に
関
す
る
相
談

【
非
行
問
題
・
不
登
校
な
ど
】

直
接
ま
た
は
電
話
で
青
少
年
育
成
セ

ン
タ
ー
☎

（23）
６
５
６
６
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

【
い
じ
め
相
談
電
話
】

専
用
電
話
☎

（24）
０
６
６
７

共
通
事
項

相
談
日　
毎
週
月
～
金
曜
日

時
間　
９
時
～
17
時

※
時
間
外
は
留
守
番
電
話

問 

生
涯
学
習
課　

  

☎
（21）
２
４
８
９

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
制
度

の
案
内

情
報
公
開
制
度
と
は

　

市
政
に
対
す

る
理
解
を
深
め

て
も
ら
う
た
め
、

市
が
保
有
し
て

い
る
様
々
な
情

報
を
、
市
民
の

皆
さ
ん
が
入
手

し
、
利
用
で
き

る
よ
う
請
求
に

よ
り
公
開
す
る

制
度
で
す
。
情

報
公
開
は
、
市

の
す
べ
て
の
機

関
で
実
施
し
て

い
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
制
度
と
は

　
市
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
を

適
正
に
取
扱
い
、
個
人
の
権
利
と
利

益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

制
度
で
す
。
公
文
書
に
記
載
さ
れ
て

い
る
自
分
の
個
人
情
報
に
つ
い
て

は
、
開
示
、
訂
正
、
利
用
停
止
等
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問 

総
務
課　
　
　

  

☎
（21）
２
３
４
５

屋
外
に
お
け
る
催
し
の
防
火
管
理
等

　
火
気
等
を
使
用
す
る
露
店
等
が
開

設
さ
れ
る
場
合
は
、
条
例
に
よ
り
届

出
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
夏
休
み
の

イ
ベ
ン
ト
や
地
域
行
事
で
屋
外
で
の

火
気
を
使
用
す
る
際
は
、
次
の
注
意

事
項
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

火
を
使
用
す
る
場
所
で
は　

○
み
だ
り
に
火
気
を
使
用
し
な
い
。

火
を
使
用
中
は
そ
の
場
を
離
れ
な
い
。

○
整
理
・
清
掃
を
行
い
、
空
箱
な
ど

燃
え
や
す
い
物
を
そ
ば
に
置
か
な
い
。

○
転
倒
、
落
下
さ
せ
る
な
ど
の
粗
暴

な
行
為
は
し
な
い
。
地
震
等
に
よ
り

転
倒
し
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
。

○
必
ず
消
火
器
具
を
準
備
し
、
そ
の

使
用
方
法
を
事
前
に
熟
知
し
て
お
く
。

火
気
使
用
器
具
や
燃
料
の
容
器
は　

○
ガ
ソ
リ
ン
の
容
器
は
消
防
法
令
に

適
合
し
た
も
の
を
使
用
し
、
灯
油
用

の
ポ
リ
容
器
な
ど
で
の
貯
蔵
は
絶
対

に
行
わ
な
い
。

○
容
器
の
蓋
は
必
ず
密
栓
し
、
必
要

以
上
の
燃
料
は
周
囲
に
絶
対
置
か
な

い
。

○
保
管
す
る
場
所
は
火
気
や
高
温
部

等
か
ら
十
分
距
離
を
と
り
、
日
陰
の

換
気
の
良
い
地
面
等
に
置
く
。
参
加

者
か
ら
も
十
分
に
距
離
を
と
る
。

○
外
気
温
が
高
い
時
期
は
容
器
内
に

可
燃
性
蒸
気
圧
が
高
く
な
っ
て
い
る

た
め
、
圧
力
調
整
用
の
弁
を
ゆ
っ
く

り
開
け
、
容
器
内
の
圧
力
を
下
げ
て

か
ら
開
栓
す
る
。

○
燃
料
を
補
給
す
る
際
は
、
発
電
機

な
ど
の
エ
ン
ジ
ン
は
必
ず
停
止
さ

せ
、
注
油
で
き
る
量
を
確
認
し
、
漏

れ
・
あ
ふ
れ
が
生
じ
な
い
よ
う
ゆ
っ

く
り
注
油
す
る
。

問 

消
防
本
部
予
防
課
☎

（22）
０
０
７
２

ま
た
は
消
防
署
・
各
分
署

令
和
４
年
度
狩
猟
免
許
試
験

試
験
日 

第
１
回　
７
月
31
日
（
日
）

第
２
回　
10
月
23
日
（
日
）

第
３
回　
11
月
27
日
（
日
）

各
日
９
時
30
分
開
始

場
所 

県
安
蘇
庁
舎
（
佐
野
市
）
ほ
か

※
詳
細
や
事
前
講
習
会
に
つ
い
て
は

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
問
合
先
へ

問 

栃
木
県
自
然
環
境
課 

  

☎
０
２
８
‐
６
２
３
‐
３
２
６
１

県
南
環
境
森
林
事
務
所 

  

☎
０
２
８
３

（23）
１
４
４
１

（
一
社
）
栃
木
県
猟
友
会

  

☎
０
２
８
‐
６
１
１
‐
１
５
２
６

農
林
整
備
課   　

  

☎
（21）
２
２
８
９

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

８
月
か
ら
「
後
期
高
齢
者
被
保
険
者

証
」
が
更
新
さ
れ
ま
す

　
現
在
お
使
い
の
「
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）」
の
有

効
期
限
は
本
年
７
月
31
日
ま
で
で

す
。８
月
か
ら
使
用
す
る
保
険
証
は
、

縦
長
大
判
の
封
筒
（
茶
色
）
に
入
れ

て
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。（
保

険
料
の
納
付
状
況
に
よ
り
、
お
送
り

で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。）
現

在
お
使
い
の
保
険
証
は
、
８
月
１
日

以
降
、
ご
自
分
で
破
棄
す
る
か
、
保

険
年
金
課
へ
ご
返
却
く
だ
さ
い
。

令
和
４
年
度
は
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
証
が
２
回
更
新
さ
れ
ま
す

　
令
和
４
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
さ

れ
る
窓
口
負
担
割
合
の
見
直
し
に
伴

い
、
令
和
４
年
度
は
、
被
保
険
者
全

員
を
対
象
に
、
新
し
い
保
険
証
が
７

月
と
９
月
の
２
回
更
新
さ
れ
ま
す
。

７
月
に
お
送
り
す
る
保
険
証
は
、
有

効
期
限
が
８
月
１
日
か
ら
９
月
30
日

ま
で
で
、
色
は
黄
色
で
す
。

10
月
に
お
送
り
す
る
保
険
証
は
、
有

効
期
限
が
10
月
１
日
か
ら
来
年
７
月

31
日
ま
で
で
、
色
は
藤
色
で
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証
等
に
つ
い
て

　
所
得
区
分
が
現
役
並
み
所
得
者
Ⅰ

ま
た
は
Ⅱ
（
※
）
に
該
当
す
る
方
は
、

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
医
療
機
関

に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
費

の
支
払
い
が
一
定
額
に
と
ど
ま
り
ま

す
。
ま
た
、
世
帯
の
全
員
が
住
民
税

非
課
税
の
場
合
は
、「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
医
療

機
関
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医

療
費
の
支
払
い
が
一
定
額
に
と
ど
ま

り
、
入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
に
な

り
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、
保
険
年

金
課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、過
去
に「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

の
交
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
、
令

和
４
年
度
の
所
得
区
分
が
現
役
並
み

所
得
者
Ⅰ
ま
た
は
Ⅱ
に
該
当
す
る
方
、

ま
た
、「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け
た
こ

と
が
あ
り
、
令
和
４
年
度
の
所
得
区

分
が
低
所
得
区
分
に
該
当
す
る
方
に

つ
い
て
は
、
認
定
証
を
７
月
下
旬
に

送
付
す
る
保
険
証
に
同
封
し
ま
す
。

（
※
）
現
役
並
み
所
得
者
Ⅰ
と
は
、

住
民
税
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以

上
３
８
０
万
円
未
満
の
被
保
険
者

現
役
並
み
所
得
者
Ⅱ
と
は
、
住
民

税
課
税
所
得
が
３
８
０
万
円
以
上

６
９
０
万
円
未
満
の
被
保
険
者

75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
方
へ

　
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
、
そ
れ
ま
で

の
健
康
保
険
を
抜
け
て
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
り
ま

す
。
誕
生
日
前
に
「
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
」
を
郵
送
し
ま
す
。

保
険
料
の
通
知
は
誕
生
月
の
翌
月
以

降
に
郵
送
し
ま
す
。

問 

保
険
年
金
課　

  

☎
（21）
２
１
３
７

不
妊
治
療
費
・
不
育
症
治
療
費
助

成
制
度

不
妊
治
療
費
助
成

　
国
内
の
医
療
機
関
に
お
い
て
不
妊

治
療
を
受
け
た
ご
夫
婦
に
対
し
、
医

療
保
険
適
用
外
の
治
療
費
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

助
成
回
数　

子
１
人
に
つ
き
５
回
ま

で
（
１
年
度
１
回
／
合
併
前
の
助
成

も
含
む
）

不
育
症
治
療
費
助
成

　
国
内
の
医
療
機
関
に
お
い
て
不
育

症
と
診
断
さ
れ
、
医
師
に
よ
る
不
育

症
治
療
を
受
け
た
ご
夫
婦
に
対
し
、

医
療
保
険
適
用
外
の
治
療
費
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

共
通
事
項

対
象　
以
下
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

婚
姻
の
届
け
出
を
し
て
い
る
夫
婦
／

申
請
日
以
前
に
夫
婦
の
一
方
ま
た
は

双
方
が
１
年
以
上
栃
木
市
に
住
民
登

録
し
て
い
る
方
／
医
療
保
険
の
加
入

者
／
市
税
の
滞
納
が
な
い
方

そ
の
他　

申
請
方
法
、
助
成
金
額
、

申
請
期
限
な
ど
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
問
合
先
へ
。

問 

保
険
年
金
課　

  

☎
（21）
２
１
３
７

高
齢
者
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

お
知
ら
せ

　
市
で
は
、
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮

ら
し
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
等
（
※

そ
の
他
要
件
あ
り
）
で
、
食
材
の
確

保
・
調
理
が
困
難
な
方
を
対
象
と
し

て
、
昼
食
を
お
届
け
し
、
あ
わ
せ
て

安
否
の
確
認
を
行
う
「
高
齢
者
配
食

サ
ー
ビ
ス
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
令
和
４
年
度
の
委
託
業
者
は
次

の
と
お
り
で
す
。

（
※
配
達
の
可
否
に
つ
い
て
は
事
前

に
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

委
託
期
間 

令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

問 

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
４
４

水
道
管
の
漏
水
調
査
を
行
い
ま
す

　
水
道
メ
ー
タ
ー
で
の
漏
水
音
確
認

昨年度利用状況（令和 3年４月１日～令和４年３月３１日）

区分 総数 内訳

情報公開請求 １３６件 ６０件
（公開）

７２件
（部分公開）

４件
（非公開）

自己情報開示請求 １５件 ３件
（開示）

１１件
（部分開示）

１件
（非開示）

令和４年度高齢者配食サービス事業者業者一覧
事業者名 栃木 大平 藤岡 都賀 西方 岩舟

有限会社 ききょう ○
社会福祉法人 スイートホーム ○ ○
市社会福祉協議会 西方支所 ○
まごころ弁当栃木中央店 ○ ○
株式会社トレンド
（配食のふれ愛栃木店） ○ ○ ○ ○ ○ ○

株式会社シニアライフクリエイト
（宅配クック１２３） ○ ○ ○ ○ ○

【新規業者】
ワタミの宅食栃木営業所 ○ ○ ○ ○ ○
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